
資料 ２ 

令和４年９月議会 

 福祉都市委員会報告資料 

１ 専決処分（家賃滞納者） 

  報告37号 市営住宅に係る訴えの提起に関する専決処分について 

  報告39号 市営住宅に係る和解に関する専決処分について 

…１頁 

２ 専決処分（不法占有者） 

  報告38号 市営住宅に係る訴えの提起に関する専決処分について 

…３頁 

３ 専決処分（損害賠償額の決定について） 

  報告41号 交通事故による損害賠償額の決定に関する 

専決処分について 

…５頁 

４ 公園における公募設置管理制度の活用について …７頁 

令和４年９月13日 

住 宅 都 市 局



○訴えの提起に関する専決処分について

円
令和４年 令和４年

１ 123,413
４月29日 ８月15日

住 宅 明 渡
し 請 求 日

訴　え　の　相　手　方　 明渡し対象住宅
滞 納 家 賃
総 額

報告第37号　市営住宅に係る訴えの提起に関する専決処分について

市営住宅に係る家賃滞納者及び連帯保証人（表１）に対し、住宅の明渡と滞納家賃等

の支払いを求めるため訴えを提起することについて、専決処分した。

表１（報告第37号）

専 決 処 分
年 月 日

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められ
る恐れのある情報については、掲載しておりません。
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報告第39号　市営住宅に係る和解に関する専決処分について

市営住宅に係る家賃滞納者のうち、滞納家賃等の納付の意思があると認められるもの（表２）

と和解することについて、和解の相手方ごとに専決処分した。

円
令和４年 令和４年

１ 166,310
６月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
２ 128,922

５月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
３ 120,600

６月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
４ 166,726

４月29日 ８月15日

令和４年 令和４年
５ 255,120

６月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
６ 60,520

４月29日 ８月15日

令和４年 令和４年
７ 231,253

４月29日 ８月15日

令和４年 令和４年
８ 159,250

６月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
９ 121,040

４月29日 ８月15日

令和４年 令和４年
10 140,710

６月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
11 117,560

６月28日 ８月15日

令和４年 令和４年
12 100,025

５月28日 ８月15日

明渡し対象住宅
専 決 処 分
年 月 日

○和解に関する専決処分について

表２（報告第39号）

和　解　の　相　手　方
滞納家賃
総    額

住 宅 明 渡
し 請 求 日

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と認められ
る恐れのある情報については、掲載しておりません。
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報告第38号　市営住宅に係る訴えの提起に関する専決処分について

市営住宅に係る不法占有者（表３）に対し、住宅の明渡等を求めるため訴えを提起すること

令和２年 令和４年
１

８月25日 ８月22日

令和２年 令和４年
２

３月４日 ８月22日

令和元年 令和４年
３

10月24日 ８月22日

令和元年 令和４年
４

５月21日 ８月22日

○以上報告第37号ないし第39号について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。

専 決 処 分
年 月 日

について、専決処分した。

 福岡市長　髙　島　宗一郎

令和４年９月５日

　相手方は、本件住宅の入居者の死亡
により本件住宅の明渡し義務を相続し
た者であるが、当該義務を履行せず、
不法に占有したもの。

　相手方は、本件住宅の入居者の死亡
により本件住宅の明渡し義務を相続し
た者であるが、当該義務を履行せず、
不法に占有したもの。

　相手方は、本件住宅の入居者の死亡
により本件住宅の明渡し義務を相続し
た者であるが、当該義務を履行せず、
不法に占有したもの。

表３（報告第38号）

訴 え の 相 手 方 明渡し対象住宅
不法占有
認定日

　相手方は、本件住宅の入居者の死亡
により本件住宅の明渡し義務を相続し
た者であるが、当該義務を履行せず、
不法に占有したもの。

概 要

○訴えの提起に関する専決処分について

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と
認められる恐れのある情報については、掲載
しておりません。
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（報告第 41号）交通事故による損害賠償額の決定に関する専決処分について 

事  故  報  告  書  

事故発生日時 令和４年５月２日（月曜日）午後３時 40分頃 天候：晴れ 

事故発生場所 早良区梅林七丁目 45番８号付近の道路上 

相 手 方 

住 所 

氏 名 

事故の概要 

本件は、早良区役所地域整備部維持管理課所属の職員が、業務のため同

区所管の軽自動車を運転していたところ、上記場所において、離合のため

前方で停車した相手方所有の普通乗用自動車の横を通り抜けようとした

際、当該車両に接触し、当該車両を破損させ、損害を与えたもの。 

損害の程度 

相 

手 

方 

人的損傷 なし 

物的損傷 右側のドアミラーカバーの傷 

市 

側 

人的損傷 なし 

物的損傷 なし 

過 失 割 合 相手方 ０割 本市 10割 

損害賠償額 58,630円 
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■位置図 

 

■詳細図及び現地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■車両写真 

  

庁用自動車 

相手方車両 

庁用自動車 相手方車両 

接触箇所損害の程度： 

ドアミラーカバーの傷 
接触箇所 
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